
ま ほ ろ ば 秦 野 通 信 

令和２年４月６日 

タイトル 公立小・中学校、幼稚園における臨時休業の延長について 

Ｗｈｅｎ 

（いつ） 
４月６日（月曜日）に決定の趣旨を各校へ通知 

Ｗｈｅｒｅ 

（どこで） 
秦野市立小学校１３校、中学校９校、幼稚園８園 

Ｗｈｏ 

（だれが） 

１ 経過 

  新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、公立小・中学

校及び幼稚園は、３月２日（月曜日）から臨時休業としていま

したが、４月２日付け県教育委員会教育長通知を踏まえ、４月

６日に開催した臨時教育委員会会議において協議後、次のとお

り対応することになりました。 

 

２ 臨時休業の期間 

 (1) 小・中学校 

   ４月７日（火曜日）から１７日（金曜日）まで 

  ※４月７日は、小学校の登校日とします。なお、中学校は４

月７日から１０日の間で分散登校となり、各学校が決定し

ます。 

 (2) 幼稚園 

   ４月９日（木曜日）から１７日（金曜日）まで 

  ※４月８日（水曜日）は入園式を実施予定 

 

３ 今後について 

新型コロナウイルス感染症に関する最新情報や、国の対応等 

を踏まえ、行事等を変更、延期又は中止する場合があります。 

 なお、教育活動の再開に当たっては、４月１６日（木曜日）

まで 

に決定します。 

Ｗｈａｔ 

（なにを） 

Ｈｏｗ 

（どのように） 

今後の取り組み 
今後の状況の変化等に応じて随時、決定・変更など適切に対応

します。 

問い合わせ 

教育指導課長・教育研究所長 近藤 

教育指導課 電話０４６３（８４）２７８６ 

教育研究所 電話０４６３（８６）９１０２ 

 


